
 

 
第   章 地域で進める景観づくり 

 
(１)景観形成推進地区の活用 

 「厚木市都市マスタープラン」における地域別のまちづくりの方針に基づいてまちづくりを展

開していくにあたり、地域の景観資源や景観特性を生かしながら、市民等の目線で見た身近な地

域のまとまりある景観づくりを進めていくための仕組みとして、市景観条例に基づく「景観形成

推進地区」を設けます。 

この「景観形成推進地区」は、景観法に基づき、土地所有者等が地区の景観計画について提案

を行う提案制度によるもののほか、「厚木市住みよいまちづくり条例」に基づく「地域まちづくり

計画」と連動し、景観に関する事項の担保性をより高めるための手法としての活用が望まれます。 

景観法に基づく
景観計画 

届出・勧告制により、緩やか
な規制・誘導を行う。 
（全市共通の届出対象・基準）

景観形成
推進地区 

※景観計画区域の細分化

承認 
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地域 

まちづくり 
協議会 

景観に関する事項の 
担保性向上のために…

提案制度 地域住民 

策定 

地域まちづくり計画
○土地利用に関する事項 
○建築物及び工作物に関する事項 
○景観及びまちなみに関する事項 
○緑地等の保全及び緑化に関する事項 
○防災及び防犯に関する事項 
○その他まちづくりを推進する事項 

厚木市住みよいまちづくり条例 

届出・勧告制により、地域特
性にあった規制・誘導を行う。
（地区独自の届出対象・基準）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)景観形成推進地区の指定方針 

特に景観づくりのための方策を講ずるべき地区として、次のような地区が「景観形成推進地区」

の候補地として挙げられます。 

 

① まちづくりに対する関心の高い地区 

 森の里や内陸工業団地など、住民等のまちづくりに対する関心が高く、様々なまちづく

り活動の実践や建築、緑化協定等の締結によって良好な住環境が維持されている地区では、

今後も市民との協働によってこれらの良好な景観を維持していくことが求められます。 
 

② 市街地開発事業等の面的整備が行われる地区 

 土地区画整理事業等による面的な市街地整備に合わせ、地域特有のルールを定めること

により、まとまりのある景観を創出していくことが求められます。 
 

③ 景観資源を有する地区 

 歴史や自然、文化等に関わる景観資源を有する地区においては、これらの貴重な資源を

まちづくりに積極的に活かしていくことが求められます。 
 

④ 市のシンボル的景観を形成すべき地区 

本厚木駅前の商業地として、本市の顔となる地区においては、魅力とにぎわいのあるシ

ンボル的な景観を創出していくことが求められます。 
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(３)地区指定の流れ 

「景観形成推進地区」は、市が景観形成上、特に重要な地区として指定するほか、土地所有者

等による景観計画の提案や「厚木市住みよいまちづくり条例」に基づいて設立された「地域まち

づくり協議会」から要請があった場合にも指定することができます。 

景観形成推進地区に指定されると、「地域まちづくり計画」の景観に関する事項や提案内容につ

いて、地域独自の景観形成基準を定め、景観計画に基づいて運用することが可能となり、地区の

特徴あるまちづくりを展開していくことができます。 

なお、地域のまちづくりを推進していくため、市民発意によるまちづくりの芽生えを幅広く受

け止め、専門家の派遣や景観まちづくりセミナー等の勉強会等といった技術的支援を積極的に行

います。 

 

地域まちづくり協議会による
地区指定の要請 

特定の地域

○○地域まちづくり 
計画の策定 

○○地域まちづくり 
協議会の設立 

○○地域まちづくり 
協定の締結 

建築協定・地区計画等の運用 

建築協定・地区計画等 
の活用 

景観計画の運用 

○○地区景観計画の追加
＊○○景観形成推進地区の範囲 
＊○○地区景観形成基準 

地域まちづくり協議

会からの要請により

地区指定を行う場合

地域住民による
地区指定の提案

市民発意によるまちづくりの芽生え 

○○地区景観計画
（素案）の作成 
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○○景観形成推進地区の指定 

市  

 

 
地域のまちづ

くりに向けた

技術的支援 
（専門家の派

遣、勉強会の開

催など） 

 

 

 

 

 
景
観
法
及
び
厚
木
市
景
観
条
例
に
基
づ
く
手
続
き

 

厚
木
市
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
条
例

に
基
づ
く
手
続
き

 

 
土
地
所
有
者
等
が
提
案

を
行
う
場
合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※○○地区景観計画を定めた場合、「市全域で定める景観づ

くり」の景観形成基準ではなく、○○地区の景観形成基準

を運用することになります。 
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